
保健第 ３９５ 号

令和２年３月２５日

県立学校長 殿

岡山県教育庁保健体育課長

（ 公 印 省 略 ）

岡山県教育庁福利課長

（ 公 印 省 略 ）

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた学校保健安全法に基づく

児童生徒等及び職員の健康診断の実施等に係る対応について

このことについて、令和２年３月１９日付けで、文部科学省から別添写しのとおり

通知がありましたので、児童生徒等の健康診断について、適切に対応するようお願い

します。

なお、職員の健康診断の実施については、既に通知した、令和２年３月１８日付け

岡山県教育庁福利課長事務連絡「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安

全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について」のとおり対応願います。

【本件問い合わせ先】

（児童生徒等の健康管理等に関すること）

岡山県教育庁保健体育課 健康・安全教育班

電話：０８６－２２６－７５９１

（教職員の健康管理等に関すること）

岡山県教育庁福利課 健康管理班

電話：０８６－２２６－７６０４



保健第 ３９５ 号

令和２年３月２５日

市町村（組合）教育委員会教育長 殿

（ 指 定 都 市 を 除 く 。 ）

岡山県教育庁保健体育課長

（ 公 印 省 略 ）

岡山県教育庁福利課長

（ 公 印 省 略 ）

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた学校保健安全法に基づく

児童生徒等及び職員の健康診断の実施等に係る対応について

このことについて、令和２年３月１９日付けで、文部科学省から別添写しのとおり

通知がありましたので、児童生徒等の健康診断について、適切に対応するようお願い

します。

なお、職員の健康診断の実施について、岡山県教育委員会が所管する所属において

は、すでに通知した令和２年３月１８日付け岡山県教育庁福利課長事務連絡「新型コ

ロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係

る対応について」のとおり対応することとしていますので、参考までにお知らせいた

します。

市町村（組合）教育委員会におかれましては、貴管内の学校（園）への周知をよろ

しくお願いします。

【本件問い合わせ先】

（児童生徒等の健康管理等に関すること）

岡山県教育庁保健体育課 健康・安全教育班

電話：０８６－２２６－７５９１

（教職員の健康管理等に関すること）

岡山県教育庁福利課 健康管理班

電話：０８６－２２６－７６０４
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